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[15] 103-4546700 マフラー高温注意 [16] 520-3639200 最大作業半径／定格総荷重 
 
 

  
[17] 585-4714700 指定燃料 [18] CL000170000 やけど／あけるな 
 
 

  
[19] CL000180013 はさまれ／旋回内立入禁止 [20] CL000080000 巻き込まれ／回転停止 
 
 

  
[21] CL000190010 プラグ飛び出し／取説を読め [22] CL000200010 感電／取説を読め 
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[23] 315-4172500 定格電圧／定格電流 [24] 520-4843400 6・4・2本掛け最大荷重 
 
 

  
[25] 584-4593800 車体吊り [26] CL000210000 落下注意／乗るな 
 
 

  
[27] 553-4267500 巻込まれ（ウインチ） [28] 553-4267400 巻込まれ（フックブロック） 
 
 

  
[29] 553-4268000 警告 [30] 520-4842900 機械質量 
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[31] 585-4714800 車体吊り位置 [32] CL000230110 高圧洗浄禁止 
 
 

 

 
[34] CL000220030 アキュムレータ 

 
[33] 520-4843300 止め位置／車体吊り禁止 [35] 584-4581700 乗るな 
 
 

  
[36] 585-4714100 ディスコネクトスイッチ [37] 103-4553600 ブーム吊り位置／本体吊り禁止 
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[38] 520-3638500 本体吊り／本体固定 
 
 
 

 
[39] S520A3929170 燃料注意 
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[F1] 520-2270100 作業半径揚程図／定格総荷重表（フライジブ） 
 
 

 
[F2] 520-5011000 フライジブ装着手順 
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[F3] 520-5012000 フライジブ格納手順 
 
 

  
[F4] 520-4846100 吊り上げ作業禁止 [F5] CL000100001 穴に指を入れるな 
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[F6] CL000120011 はさまれ [F7] 585-4714800 吊り位置 
 
 
 

  
[F8] 106-4758700 最大定格総荷重（フライジブ） [F9] CL000010000 取説を読め 
 
 
 

  
[F10] 520-4845900 フライジブ落下 [F11] 315-4172500 定格電圧／定格電流 
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[S1] 520-2285600 サーチャーフック作業範囲図 
 

 
 
[S2] 520-4885000 最大定格荷重、シャックル注意 
 

 
 
[S3] 520-4885100 サーチャーフック危険 
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[S4] CL000100031 警告/ピン穴注意 
 

 
 
[S5] CL000120031 はさまれ注意 
 

 
 
[S6] 520-4857000 サーチャーフックウインチモード切換警告 
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3.1 主要諸元表 
 機械本体 

装 置・項 目 CC1908S-1 

質量・寸法 

機械質量 19,400kg 
全長×全幅×全高 7,380mm×2,490mm×3,015mm 
遊動輪・起動輪中心間距離 2,900mm 
クローラ中心間距離 1,990mm 
クローラ幅 500mm 
機械後端旋回半径 1,675mm 

性   能 
最大定格総荷重×作業半径 8.1t×2.8m 
最大作業半径 19.23m 
最大地上揚程 20.1m 

巻き上げ 
装置 

方  式 ブレーキ内蔵2速油圧モータ、 
差動遊星歯車減速式、溝付きドラム 

ロープ掛け本数 6本／4本／2本掛け、オプション：1本掛け 
フック巻き

上げ速度 
低速（1速） 19.0m／min（フック6本掛） 
高速（2速） 27.0m／min（フック6本掛） 

巻上げロープ IWRC 6×Fi(29) φ10×160m 

伸縮装置 

方  式 順次伸縮油圧複動シリンダ3本＋ワイヤロープ伸縮装置1基 

ブーム形式 5角形断面、油圧自動伸縮、5段  
（2・3段目：順次伸縮、4・5段目：同時伸縮） 

ブーム長さ 5.52m～8.99m～12.46m～15.93m～19.40m 
伸縮ストローク／伸長時間 13.88m／51sec 

起伏装置 
方  式 複動油圧シリンダ1本直押式（油圧自動ロック装置付） 
起伏角度／起時間 0～80度／23sec 

旋回装置 
方  式 固定容量形ピストン式 
旋回角度／速度 360度連続／2.5rpm 

走行装置 

方  式 油圧2速モーター駆動、無段変速、自動ブレーキ内蔵、 
遊星歯車減速 

走行速度 
低速（1速） 前・後進 0～1.8km／h 
高速（2速） 前・後進 0～3.1km／h 

登坂能力 20度 
クローラ接地長 2,900mm 
接地圧［シュー幅］ 65.6kPa（0.67kgf／cm2）［500mm］ 

油圧装置 
油圧ポンプ 可変容量形ピストン式 
作動油タンク容量 110L 

エンジン 

型  式 4TNV98CT（ヤンマー） 
排気量 3.318L（3,318cc） 
定格出力 52.3kW（NET）／2,100min－1 
使用燃料／燃料タンク容量 軽油／150L 

安全装置 
巻き過ぎ防止装置、巻き下げ過ぎ防止装置、過負荷防止装置、玉掛けワイヤロープ外れ止

め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、警報ブザー、機

体傾斜警報装置、三色回転灯、水準器、安全ロックレバー、作業範囲規制 
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3.2 仕様寸法図 
 機械本体 
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 フライジブ装着時 
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 サーチャーフック装着時 
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3.3 定格総荷重表 

 定格総荷重表の見方 

 注  意 

• 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値

に基づいていますので必ず作業半径を基準とし

て作業して下さい。  
• 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平

に設置した状態の値です。 
• 走行吊りは、非常に不安定で危険を伴うため原

則として禁止されておりますがやむを得ず吊り

荷走行を行う場合には、走行吊定格総荷重によ

り作業を行って下さい。 
• 走行吊り時の定格総荷重は、静止の状態で吊上

げた後に、水平堅土上で走行可能な荷重です。

走行吊りは、荷が振れないように荷の高さをな

るべく低くし急発進、急制動、スピンターン等

の操作は行わないで下さい。 
• ③ ・ ④ ・ ⑤ ブーム伸長時での吊荷走行は出来

ません。 
• ブームの長さが規定の長さを超える場合に 

は、一段上のブーム長さの定格総荷重で作業を

行って下さい。 
• 定格総荷重表は、吊具の重量を含んだ値ですの

で実際の吊上荷重は、フックの重量(90kg) を引

いて下さい。 
• ワイヤ掛数による荷重制限 

1本掛 1520kg まで 
2本掛 3090kg まで 
4本掛 6090kg まで 
6本掛 8090kg まで 

 

 角度指示計の見方 

 警  告 

荷を吊り上げるときは、あらかじめ使用ブームの

長さ（段数）、ブーム角度を決め、その位置にお

ける定格総荷重と荷物の重さを比べ、吊り具の重

さと荷物および玉掛け用具の重さを合わせた荷

重が絶対に定格総荷重を超えないようにしてく

ださい。 

角度指示計は、第1ブームの左右側面部に貼り付

けられ、右図のように「指針」と「目盛板」とで

構成されています。 
角度指示計は、つぎのように見てください。 

• 指針が示す角度を読み取ってください。 
それが、そのときの「ブーム角度」を示していま

す。 
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 ブームの長さ 
定格総荷重表は、ブームの長さによって、吊り上げることができる最大の荷重を作業半径ごとに示して

います。 
定格総荷重表の上欄の「5.52mブーム(1)」「8.99mブーム(2)」「12.46mブーム(3)」「15.93mブーム(4)」
「19.40mブーム(5)」は、つぎの図の状態を表しています。 
 
1.「5.52mブーム(1)」：ブームをすべて格納した状態。 

 
 
2.「8.99mブーム(2)」：ブーム(3)、(4)、(5)をすべて格納し、ブーム(2)を全伸した状態。 

ブーム(2)を少しでも伸ばしたときも、この欄の性能で作業をしてください。 

 
 
3.「12.46mブーム(3)」：ブーム(4)、(5)をすべて格納し、ブーム(2)、(3)を全伸した状態。 

ブーム(3)を少しでも伸ばしたときも、この欄の性能で作業をしてください。 
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 定格総荷重表 

3.3.4.1 ワイヤロープ6本掛け時定格総荷重表 
単位：kg 

作業 
半径 

（m） 

5.52mブーム 8.99mブーム 12.46mブーム 15.93mブーム 19.40mブーム 

静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 
2.000 8090 3500 6390 3200       
2.500 8090 3500 6390 3200 4690 

 

    
2.800 8090 3500 6390 3200 4690     
3.000 7430 3500 6390 3200 4690 3390 

 

  
3.430 6210 3110 6390 3200 4690 3390   
3.500 6050 3030 6250 3130 4690 3390 2390 

  

4.000 5150 2580 5370 2690 4690 3390 2390 
4.430 4590 2300 4760 2380 4690 3390 2390 
4.500 4520 2260 4670 2340 4590 3390 2390 
5.000 4050 2030 4080 2040 4010 3390 2390 
5.350 3790 1900 3730 1870 3670 3390 2390 
5.430   3650 1830 3590 

使用 
不可 

3390 2390 
5.500   3590 1800 3530 3340 2390 
6.000   3170 1590 3130 3040 2390 
6.430   2850 1430 2840 

 

2810 
使用 
不可 

2390 
6.500   2800 1400 2790 2770 2350 
7.000   2490 1250 2500 2540 2140 
8.000   1960 980 2030 2140 

 

1800 
使用 
不可 8.820   1620 810 1720 1860 1570 

9.000     1660 1810 1530 
10.000     1360 1530 1310 

 

11.000     1120 1300 1130 
12.000     920 1100 970 
12.290     870 1050 940 
13.000       930 850 
14.000       780 730 
15.000       650 640 
15.730       560 570 
16.000         550 
17.000         480 
18.000         410 
19.000         350 
19.230         340 

• ワイヤ掛け数による定格総荷重制限 
8090kgまで 

• ブーム長さ 
5.52mブーム → ブーム最縮 
8.99mブーム → ブーム長さ 5.52mを超え、8.99m未満 

12.46mブーム → ブーム長さ 8.99mを超え、12.46m未満 
15.93mブーム → ブーム長さ 12.46mを超え、15.93m未満 
19.40mブーム → ブーム長さ 15.93m以上 

• 定格総荷重表は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。 
• 定格総荷重表は、吊り具等（フック質量：90kg）の質量を含んだ荷重を示しています。 
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3.3.4.2 ワイヤロープ4本掛け時定格総荷重表 
単位：kg 

作業 
半径 

（m） 

5.52mブーム 8.99mブーム 12.46mブーム 15.93mブーム 19.40mブーム 

静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 
2.000 6090 3000 6090 3000       
2.500 6090 3000 6090 3000 4690 

 

    
2.800 6090 3000 6090 3000 4690     
3.000 6090 3000 6090 3000 4690 3390 

 

  
3.430 6090 3000 6090 3000 4690 3390   
3.500 6050 3000 6090 3000 4690 3390 2390 

 

4.000 5150 2580 5370 2690 4690 3390 2390 
4.430 4590 2300 4760 2380 4690 3390 2390 
4.500 4520 2260 4670 2340 4590 3390 2390 
5.000 4050 2030 4080 2040 4010 3390 2390 
5.350 3790 1900 3730 1870 3670 3390 2390 
5.430   3650 1830 3590 

使用 
不可 

3390 2390 
5.500   3590 1800 3530 3340 2390 
6.000   3170 1590 3130 3040 2390 
6.430   2850 1430 2840 

 

2810 
使用 
不可 

2390 
6.500   2800 1400 2790 2770 2350 
7.000   2490 1250 2500 2540 2140 
8.000   1960 980 2030 2140 

 

1800 
8.820   1620 810 1720 1860 1570 使用 

不可 9.000     1660 1810 1530 
10.000     1360 1530 1310 

 

11.000     1120 1300 1130 
12.000     920 1100 970 
12.290     870 1050 940 
13.000       930 850 
14.000       780 730 
15.000       650 640 
15.730       560 570 
16.000         550 
17.000         480 
18.000         410 
19.000         350 
19.230         340 

• ワイヤ掛け数による定格総荷重制限 
6090kgまで 

• ブーム長さ 
5.52mブーム → ブーム最縮 
8.99mブーム → ブーム長さ 5.52mを超え、8.99m未満 

12.46mブーム → ブーム長さ 8.99mを超え、12.46m未満 
15.93mブーム → ブーム長さ 12.46mを超え、15.93m未満 
19.40mブーム → ブーム長さ 15.93m以上 

• 定格総荷重表は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。 
• 定格総荷重表は、吊り具等（フック質量：90kg）の質量を含んだ荷重を示しています。 
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3.3.4.3 ワイヤロープ2本掛け時定格総荷重表 
単位：kg 

作業 
半径 

（m） 

5.52mブーム 8.99mブーム 12.46mブーム 15.93mブーム 19.40mブーム 

静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 静止吊 走行吊 
2.000 3090 1500 3090 1500       
2.500 3090 1500 3090 1500 3090 

 

    
2.800 3090 1500 3090 1500 3090     
3.000 3090 1500 3090 1500 3090 3090 

 

  
3.430 3090 1500 3090 1500 3090 3090   
3.500 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 

 

4.000 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 
4.430 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 
4.500 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 
5.000 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 
5.350 3090 1500 3090 1500 3090 3090 2390 
5.430   3090 1500 3090 

使用 
不可 

3090 2390 
5.500   3090 1500 3090 3090 2390 
6.000   3090 1500 3090 3040 2390 
6.430   2850 1430 2840 

 

2810 
使用 
不可 

2390 
6.500   2800 1400 2790 2770 2350 
7.000   2490 1250 2500 2540 2140 
8.000   1960 980 2030 2140 

 

1800 
8.820   1620 810 1720 1860 1570 使用 

不可 9.000     1660 1810 1530 
10.000     1360 1530 1310 

 

11.000     1120 1300 1130 
12.000     920 1100 970 
12.290     870 1050 940 
13.000       930 850 
14.000       780 730 
15.000       650 640 
15.730       560 570 
16.000         550 
17.000         480 
18.000         410 
19.000         350 
19.230         340 

• ワイヤ掛け数による定格総荷重制限 
3090kgまで 

• ブーム長さ 
5.52mブーム → ブーム最縮 
8.99mブーム → ブーム長さ 5.52mを超え、8.99m未満 

12.46mブーム → ブーム長さ 8.99mを超え、12.46m未満 
15.93mブーム → ブーム長さ 12.46mを超え、15.93m未満 
19.40mブーム → ブーム長さ 15.93m以上 

• 定格総荷重表は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。 
• 定格総荷重表は、吊り具等（フック質量：90kg）の質量を含んだ荷重を示しています。 
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3.3.4.5 フライジブ定格総荷重表 

 警  告 

• 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態の値です。 
• 静止吊のみ使用できます。 
• ブームの長さが規定の長さを超える場合には、一段上のブーム長さの定格総荷重で作業を行ってくだ

さい。 
• 定格総荷重表は、吊具の重量を含んだ値ですので実際の吊上荷重は、フックの重量(20kg) を引いてく

ださい。 
• フライジブでの作業を行う前に、必ずモーメントリミッタの設定がフライジブモードになっているこ

とを確認してください。 
 

重要 

フライジブ使用時はフライジブの角度や段数により使用できる範囲と定格総荷重が異なります。定格総

荷重表の使用可能な範囲をよく確認してから作業を行ってください。 
 

単位：kg 
ブーム長 19.40m 

フライジブ角度 

ブーム角度 
フライジブ長 ① 3.7m フライジブ長 ② 5.9m 

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 
80° 1520 1120 820 770 720 670 620 1020 820 620 520 420 370 320 
70° 1120 820 770 720 670 620 520 820 620 520 420 370 320 270 
60° 780 740 710 670 620 520  620 520 420 370 320 270  
50° 410 400 380 380 370   370 350 330 300 270   
40° 200 200 190 190    180 170 160 160    

               
ブーム長 15.93m 

フライジブ角度 

ブーム角度 
フライジブ長 ① 3.7m フライジブ長 ② 5.9m 

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 
80° 1520 1120 820 770 720 670 620 1020 820 620 520 420 370 320 
70° 1120 820 770 720 670 620 520 820 620 520 420 370 320 270 
60° 820 770 720 670 620 520  620 520 420 370 320 270  
50° 770 720 670 620 520   520 420 370 320 270   
40° 510 500 490 480    420 370 320 270    
30° 310 310 300     270 270 260     
20° 190 190      170 160      
10° 130              

               
ブーム長 12.46m 

フライジブ角度 

ブーム角度 
フライジブ長 ① 3.7m フライジブ長 ② 5.9m 

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 
80° 1520 1120 820 770 720 670 620 1020 820 620 520 420 370 320 
70° 1120 820 770 720 670 620 520 820 620 520 420 370 320 270 
60° 820 770 720 670 620 520  620 520 420 370 320 270  
50° 770 720 670 620 520   520 420 370 320 270   
40° 720 670 620 520    420 370 320 270    
30° 580 560 520     370 320 270     
20° 430 420      320 270      
10° 350       270       

 
ブーム長 5.52m, 8.99m 

フライジブ角度 

ブーム角度 
フライジブ長 ① 3.7m フライジブ長 ② 5.9m 

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 
80° 1520 1120 820 770 720 670 620 1020 820 620 520 420 370 320 
70° 1120 820 770 720 670 620 520 820 620 520 420 370 320 270 
60° 820 770 720 670 620 520  620 520 420 370 320 270  
50° 770 720 670 620 520   520 420 370 320 270   
40° 720 670 620 520    420 370 320 270    
30° 670 620 520     370 320 270     
20° 620 520      320 270      
10° 520       270       
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3.3.4.6 サーチャーフック定格総荷重表 

 警  告 

• 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置した状態の値です。 
• 静止吊のみ使用できます。 
• サーチャーフックを使用する際は、必ず「実機のサーチャーフックのポジション」と「モーメントリ

ミッタの設定」を正しく行ってください。正しく設定せずに作業を行うと、モーメントリミッタの数

値が正しく表示されず、機械の転倒や破損により重大な人身事故を招くおそれがあります。 
• サーチャーフックウインチを使用する際は「モーメントリミッタの設定」をサーチャーフックウイン

チモードに設定する必要があります。 
• 定格総荷重表は、吊り具の重量を含んだ値ですので、実際の吊上げ荷重は固定フック（3ｇ）又はボ

ールフック（20ｋｇ）を引いてください。 
• ブーム角度が大きい場合、Ｅブーム（アーム）とフックが干渉する可能性があります。この干渉を避

けるためＳＨ１位置では、ブーム角度３５度以上で操作を行わないでください。  
ＳＨＷ位置では、ブーム角度３０度以下で操作は行わないでください。 

• サーチャーフックの通常の吊上げ操作は、ブーム角度０度から８０度の範囲で行ってください。 
• 荷重の吊り上げにサーチャーフックとフックブロック/ボールを同時に使用しないでください。 
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作業 
半径 

（m） 

5.52mブーム 8.99mブーム 12.46mブーム 15.93mブーム 19.40mブーム 

SH1,2,3 SHW SH1,2,3 SHW SH1,2,3 SHW SH1,2,3 SHW SH1,2,3 SHW 
2.00 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
3.00 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
4.00 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
5.00 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
6.00 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
6.11 2000 1520 2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
6.64 2000  2000 1520 2000 1520 2000 1520 1600 1520 
6.85 2000  2000 1520 2000 1520 1930 1520 1600 1520 
7.00  2000 1520 1950 1520 1890 1520 1600 1520 
7.14  2000 1520 1900 1520 1840 1520 1600 1520 
7.28  1950 1520 1850 1520 1800 1520 1600 1520 
8.00  1700 1520 1620 1520 1610 1520 1380 1380 
9.00  1360 1360 1350 1350 1380 1380 1150 1150 
9.11  1320 1320 1330 1330 1360 1360 1130 1130 
10.00  1030  1130 1130 1190 1190 970 970 
10.32  930  1060 1060 1130 1130 920 920 
11.00   930 930 1020 1020 830 830 
12.00   760 760 870 870 710 710 
12.12   740 740 850 850 700 700 
13.00   610  740 740 610 610 
13.79   500  650 650 550 550 
14.00    630 630 530 530 
15.00    520 520 460 460 
15.12    510 510 450 450 
16.00    430  400 400 
17.00    350  350 350 
17.26    330  330 330 
18.00     300 300 
18.13     290 290 
19.00     260  
20.00     220  
20.73     200  
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 作業半径／揚程図 

3.4.2.1 標準 作業半径／揚程図 
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3.4.2.2 フライジブ 作業半径／揚程図 
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3.4.2.3 サーチャーフック 作業半径／揚程図 
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7.1 関係法令 
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則およびクレーン等安全規則の中から、マエ

ダクローラクレーンが適用する条項を下記に抜粋いたしました。 
ご精読の上、安全第一とし、法規の遵守を怠らないように十分ご配慮してください。 

 労働安全衛生法（抄） 
第4条（事業者等の責務） 

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害

の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 
 
第33条（機械貸与者等の講ずべき措置等） 

機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令でさだめるもの（以下「機械

等貸与者」という。）は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災

害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 
(2) 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でな

いときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 
(3) 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、

必要な事項を守らなければならない。 
 
第59条（安全衛生教育） 

事業者は、労働者を雇いいれたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その

従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 
(3) 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労

働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければ

ならない。 
 
第61条（就業制限） 

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業

務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修

了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。 
(2) 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。 
(3) 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免

許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 
 

 労働安全衛生法施行令（抄） 
第20条（就業制限に係る業務） 

法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 
⑦ つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転（道路交通法に規定する道路上を走行させる

運転を除く。）の業務 
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